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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年８月29日に提出いたしました第５期（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）有価証券報

告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第５ 経理の状況

１ 連結財務諸表等

 (1) 連結財務諸表

   注記事項

    (退職給付関係)

　
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】
１ 【連結財務諸表等】

  (1)【連結財務諸表】

  注記事項

  (退職給付関係)

　(訂正前)

前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

主要な連結子会社は確定給付型の制度として、企業

年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退

職給付債務の対象とされない割増退職金等を支払う場

合があります。

１　採用している退職給付制度の概要

主要な連結子会社は確定給付型の制度として、企業

年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退

職給付債務の対象とされない割増退職金等を支払う場

合があります。
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　(訂正後)

前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

主要な連結子会社は確定給付型の制度として、企業

年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退

職給付債務の対象とされない割増退職金等を支払う場

合があります。

　また、一部の連結子会社が加入する厚生年金基金は総

合設立型であり、自社の拠出に対応する年金資産の額

を合理的に計算することができないため、退職給付に

係る会計基準(企業会計審議会：平成10年6月16日)注

解12(複数事業主制度の企業年金について)により、年

金基金への要拠出額を退職給付費用として処理してお

ります。なお、当該年金基金の年金資産総額のうち、平

成18年3月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算

した当社グループの年金資産額は、2,724百万円であり

ます。

 
 

１　採用している退職給付制度の概要

主要な連結子会社は確定給付型の制度として、企業

年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退

職給付債務の対象とされない割増退職金等を支払う場

合があります。

　また、一部の連結子会社が加入する厚生年金基金は総

合設立型であり、自社の拠出に対応する年金資産の額

を合理的に計算することができないため、退職給付に

係る会計基準(企業会計審議会：平成10年6月16日)注

解12(複数事業主制度の企業年金について)により、年

金基金への要拠出額を退職給付費用として処理してお

ります。

　なお、当該複数事業主制度のうち、軽金属製品厚生年

金基金に関する事項については、次のとおりでありま

す。

 
要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項 

(1)　制度全体の積立状況に関する事項（平成19年3

月31日現在）

　 　

年金資産の額 15,199百万円

年金財政計算上の給付債務の額 15,362百万円

差引額 △163百万円

 

(2)　制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

（自18年4月1日 至19年3月31日）

　 17.9%

(3)　補足説明

　上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去

勤務債務残高1,911百万円および別途積立金1,748百万

円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法

は期間15年の元利均等償却であり、当社グループは、当

連結会計年度の連結財務諸表上、特別掛金41百万円を費

用処理しております。

　なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を

掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定される

ため、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合

とは一致しません。
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